
規

則

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値

腹
水

肝
性
脳
症

ｇ
/
�

お
お
む
ね

�

な
し
・
軽
度

中
程
度
以
上

な
し
・
Ⅰ
・
Ⅱ

Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ

状
態 年

月
日

検
査
日
(第
１
回
)点
数

ｇ
/
�

お
お
む
ね

�

な
し
・
軽
度

中
程
度
以
上

な
し
・
Ⅰ
・
Ⅱ

Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ

状
態 年

月
日

検
査
日
(第
２
回
)点
数

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
、
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
保
健
師
助
産

師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
二
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
中｢

年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト｣

を｢

年
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
十
三
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
項
を
削
る
。

別
表
第
一
公
共
施
設
等
整
備
事
業
枠
の
部
特
別
事
業
の
項
第
三
号
中｢

の
う
ち
平
成
二
十
一
年
度
ま

で
の
間
に
実
施
す
る
事
業｣

を
削
り
、
同
表
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化

事
業
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業
の
項
第
二
号
中｢

健
全
化
法
第
二
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
健
全
化
基
準
以
上
で
あ
る｣

を｢

零
を
超
え
る｣

に
改
め
、
同
部
特
定

市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
特
定
市
町
村
緊
急
財
政
健
全
化
事
業
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

市
町
村
財
政
課)

福
島
県
規
則
第
十
四
号

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
四
年
福
島
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
障
害
別
の
状
況
及
び
所
見
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(そ
の
15)

肝
臓
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見

１
肝
臓
機
能
障
害
の
重
症
度
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

三

福
島
県
公
安
委
員
会

○
警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

四



補
完
的
な
肝
機
能
診
断

抗
免
疫
療
法
の
実
施

肝
臓
移
植
の
実
施

改
善
の
可
能
性
の
あ
る
積
極
的
治
療

の
実
施

検
査
日
か
ら
180日

前
ま
で
の
期
間

内
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取

３
点
の
項
目

(血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値
､
プ
ロ
ト
ロ

ン
ビ
ン
時
間
､
血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン

値
)

合
計
点
数

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値

プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値

腹
水

有
・
無

有
・
無

検
査

日

血
中
ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度
150μ

g／
�
以
上

検
査

日

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値
5.0m

g／
�
以
上

有
・
無

有
・
無

第
１
回
検
査

有
・
無

点

m
g/

� ％

ｇ
/
�

お
お
む
ね

�

中
程
度
以
上

年
月

日

年
月

日

実
施
年
月
日

年
月

日

有
・
無

有
・
無

第
２
回
検
査

有
・
無

点

m
g/

� ％

ｇ
/
�

お
お
む
ね

�

中
程
度
以
上

有
・
無

有
・
無

補
完
的
な
肝
機
能
診
断
又
は
症
状
に
影
響
す
る
病
歴
の
既
往

該
当
個
数

日
常
生
活
活
動
の
制
限

症
状
に
影
響
す
る
病
歴

補
完
的
な
肝
機
能
診
断

有
痛
性
筋
け
い
れ
ん
が
１
日
に
１
回
以
上

１
日
に
２
回
以
上
の
嘔 お
う吐
又
は
30分
以
上
の
嘔 お
う

気
が
１
月
に
７
日
以
上

１
日
に
１
時
間
以
上
の
安
静
臥 が

床
を
必
要
と
す

る
ほ
ど
の
強
い
倦 け
ん怠
感
及
び
易
疲
労
感
が
１
月

に
７
日
以
上

最
終
確
認
日

現
在
の
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の

持
続
的
感
染

確
定
診
断
日

胃
食
道
静
脈
瘤 り
ゆ
う治
療
の
既
往

確
定
診
断
日

突
発
性
細
菌
性
腹
膜
炎
治
療
の
既
往

確
定
診
断
日

原
発
性
肝
が
ん
治
療
の
既
往

検
査

日

血
小
板
数
50,000／

�
以
下

検
査

日

血
中
ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度
150μ

g／
�
以
上

検
査

日

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値
5.0m

g／
�
以
上

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

年
月

日

有
・
無 個

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

注
90日

以
上
180日

以
内
の
間
隔
を
お
い
て
実
施
し
た
連
続
す
る
２
回
の
診
断
及
び
検
査
結
果

を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
障
害
の
変
動
に
関
す
る
因
子

３
肝
臓
移
植

４
補
完
的
な
肝
機
能
診
断
､
症
状
に
影
響
す
る
病
歴
及
び
日
常
生
活
活
動
の
制
限
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補
完
的
な
肝
機
能
診
断
又
は
症
状
に
影
響
す
る
病
歴
の
既
往

該
当
個
数

有
・
無 個

備
考
肝
臓
移
植
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
抗
免
疫
療
法
を
実
施
し
て
い
る
も
の
は
､
１
､
２
及
び
４
の

記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

障
が
い
福
祉
課)

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
百
二
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
備
考
中｢添

付
す
る
こ
と
｣

を｢添
付
す
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
福
島
県
知
事
が
行
う
准

看
護
師
再
教
育
研
修
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
､
２
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

医
療
看
護
課)

福
島
県
規
則
第
十
六
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則(

平
成
九
年
福
島
県
規
則
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
二
号
中｢

炭
鉱
離
職
者(｣

の
下
に｢

石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
十
六
号)

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の｣

を
加
え
る
。

別
表
第
二
福
島
県
営
野
田
町
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
九｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県

営
森
合
台
の
前
団
地
の
項
、
福
島
県
営
霞
町
団
地
の
項
及
び
福
島
県
営
桜
木
町
団
地
の
項
中｢
〇
・
九

四｣

を｢

〇
・
九
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
御
茶
園
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
島
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
九｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営

仁
池
向
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
五
百
渕
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
九｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
安
積
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
三｣

を｢

〇
・

八
二｣

に
、｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
六
軒
団
地
の
項
中｢

〇
・
七

六｣

を｢

〇
・
七
七｣

に
、｢

〇
・
七
九｣

を｢

〇
・
八
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
芦
田
塚
団
地

の
項
中｢

〇
・
九
〇｣

を｢

〇
・
八
九｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
松
風
の
里
団
地
の
項
中｢

〇
・
八

六｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
関
川
窪
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
、｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
金
勝
寺
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
真
舟
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
六｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
改

め
、
同
表
福
島
県
営
城
前
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
七｣

を｢

〇
・
八
八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
八

｢

一
号
棟
か
ら
三
号
棟
ま
で
、
八
号
棟

〇
・
八
〇

｢

か
ら
十
号
棟
ま
で

日
町
団
地
の
項
中

を

十
一
号
棟
、
十
二
号
棟

〇
・
八
七

｣
｢

〇
・
八
六

に
改
め
、
同
表
中

福
島
県
営
緑
町
団
地

会
津
若

｣

｢

十
二
号
棟

〇
・
八
五

松
市

を

福
島
県
営
緑
町
団
地

十
三
号
棟
、
十
四
号
棟

〇
・
八
七

｣

十
二
号
棟

〇
・
八
四

会
津
若
松
市

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
住

十
三
号
棟
、
十
四
号
棟

〇
・
八
六

｣

吉
町
団
地
の
項
中｢

〇
・
七
九｣

を｢

〇
・
七
八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
松
長
団
地
の
項
中｢

〇
・

八
二｣

を｢

〇
・
八
三｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
東
桜
ガ
丘
団
地
の
項
中｢

〇
・
九
三｣

を｢

〇
・

九
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
小
川
町
西
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
九｣

を｢

〇
・
八
六｣

に
改
め
、

同
表
福
島
県
営
高
松
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
〇｣

を｢

〇
・
八
一｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
中
野
地

団
地
の
項
中｢

〇
・
七
一｣

を｢

〇
・
七
〇｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
御
�
町
団
地
の
項
中｢

〇
・

九
〇｣

を｢

〇
・
九
一｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
南
白
土
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八

七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
船
戸
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
五｣

を｢

〇
・
八
四｣

に
改
め
、
同
表
福

島
県
営
玉
川
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
二｣

を｢

〇
・
八
一｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
滝
尻
団
地
の
項

中｢

〇
・
八
四｣

を｢

〇
・
八
五｣

に
、｢

〇
・
七
七｣

を｢

〇
・
七
八｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営

水
野
谷
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
二｣

を

｢

〇
・
八
一｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
上
山
団
地
の
項
中

｢
〇
・
七
八｣

を

｢

〇
・
七
七｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
根
小
屋
団
地
の
項
中

｢

〇
・
八
六｣

を

｢

〇
・
八
五｣

に
改
め
、
同
表
福
島
県
営
鹿
島
団
地
の
項
中｢

〇
・
八
八｣

を｢

〇
・
八
七｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
住
宅
課)
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15人
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17人
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警
察
署
協
議
会
規
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の
一
部
を
改
正
す
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を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
22年
３
月
19日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
高
瀬

淳
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
署
協
議
会
規
則
(平
成
13年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
｡
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

別
表
(第
２
条
関
係
)

附
則

こ
の
規
則
は
､
平
成
22年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(総
務
課
)
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